
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お手元にまだ 『確認書』 をお持ちの方へ！ 

 

給付金の申請には期限があります。（当日消印有効） 

 

この期限を過ぎての受付はできませんので、まだ申請をしていない方は 

お忘れのないようご注意下さい。 
 

※申請は１世帯 １回限りです。 

下記のお知らせを「確認書」同封のうえ、対象となる方へ 2月に発送しておりますので、以下をご確認下さい。 


